
く t

水
源
地
に
近
い
山
林
が
外
資
に
よ
り
買

収
さ
れ
て
い
る
と
い
う
報
道
が
相
次
い
で

い
る
。
２
０
１
１
年
、
林
野
庁
は

「外
国

資
本
に
よ
る
森
林
買
収
面
積
は
４０
件
で
合

計
６
２
０
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
お
よ
ぶ
」
と
発

表
し
た
。
そ
の
後

集護
奮範
璽
星

が
行
な

っ
た
調
査
で
は
、「全
国
で
齢
件
、
買
収
面

積
は
１
１
０
３
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
お
よ
び
、

土
地
の
所
有
者
は
香
港
、
中
国
、
豪
州
、

バ
ー
ジ
ン
諸
島
な
ど
多
国
籍
で
あ
り
、
外

資
を
隠
す
た
め
に
日
本
人
の
名
義
貸
し
も

横
行
、
買
収
面
積
は
さ
ら
に
大
き
な
数
字

に
な
る
だ
ろ
う
」
と
報
通
し
て
い
る
。

な
ぜ
日
本
の
曲
林
が
外
資
に
狙
わ
れ
る

の
か
。
三
つ
の
理
由
が
あ
る
。
第

一
の
理

由
は
わ
が
国
の
曲
林
価
格
は
不
当
に
安
く
、

今
が
買
い
時
で
あ
る
こ
と
。
林
地
の
価
格

は
鋤
年
連
続
の
下
落
で
昭
和
毬
年
頃
の
価

格
水
準
ま
で
低
下
し
、
も
ち
ろ
ん
立
本
の

価
格
も
下
が
り
続
け
て
い
る
。

第
二
の
理
由
は
水
資
源

（地
下
水
、
河

川
水
）
の
確
保
で
あ
る
。
世
界
人
口
が
Ｚ

億
人
を
超
え
た
今
、
世
界
各
国
で
使
え
る

水
が
絶
対
的
に
不
足
し
て
い
る
。
日
本
の

よ
う
に
安
全
で
安
心
な
水
資
源
に
恵
ま
れ
、

ま
た
自
国
で
自
国
の
水
源
を
有
し
て
い
る

国
は
世
界
に
２‐
ヵ
国
し
か
な
い
。
た
と
え

ば
中
国
は
世
界
最
大
の
人
口
な
の
に
、
水

資
源
は
世
界
の
６
％
し
か
な
い
。
し
か
も

そ
の
貴
重
な
水
源
も
工
場
廃
水
や
生
活
排

水
で
汚
染
が
進
み
、
安
全
な
飲
料
水
さ
え

確
保
で
き
な
い
危
機
に
直
面
し
て
い
る
。

隣
国
の
安
全

・
安
心
な
水
資
源
は
お
金
を

生
み
出
す
、
ま
さ
に
源
泉
な
の
だ
。

第
二
の
理
由
は
日
本
の
曲
林
は
外
国
人

が
誰
で
も
自
由
に
買
え
る
こ
と
で
あ
る
。

世
界
各
国
の
土
地
所
有
制
度
を
み
る
と
、

自
国
民
や
外
国
人
に
土
地
所
有
を
認
め
て

い
な
い
中
墨
や
ベ
ト
ナ
ム

（使
藤
権
の
み

解
放
）、
制
限
つ
き
で
外
国
人
に
所
有
を

認
め
て
い
る
韓
国
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
所

有
や
使
用
が
国
益
に
反
し
な
い
よ
つヽ
厳
し

く
制
限
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
な

ど
が
あ
る
。
日
本
は
山
林
で
あ
れ
ば
誰
で

も
自
由
に
購
入
で
き
、
し
か
も
使
用
制
限

が
ま
つ
た
く
な
い
、
き
わ
め
て
珍
し
い
国

だ
。
事
実
、
防
衛
施
設

（駐
屯
地
や
レ
ー

ダ
ー
基
地
）
周
辺
の
林
地
や
北
海
道
ニ
セ

コ
町
の
水
源
地
な
ど
が
買
収
さ
れ
て
い
る
。

地
下
水
は
誰
の
も
の
か
。
日
本
の
法
律

で
は
表
流
水

（河
川
水
、
湖
沼
水
）
は
河

ＩＩＩ
法
や
水
利
権
で
厳
し
く
使
用
制
限
さ
れ
、

所
有
も
明
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
地
下

水
は
民
法
上
の
土
地
所
有
者
の
モ
ノ
で
あ

り
、民
法
２
０
７
条

「土
地
の
所
有
権
は
、

法
令
の
制
限
内
に
お
い
て
、
そ
の
土
地
の

上
下
に
及
ぶ
」
と
明
記
さ
れ
、
地
下
水
も

土
地
の
所
有
者
が
自
由
に
使
え
る
の
だ
。

日
本
の
水
源
地
を
守
ろ
う
と
、
２
０
１

２
年
か
ら
１５
自
治
体
が

「水
源
地
域
保
．全

条
例
」
を
成
立
さ
せ
、
ま
た

「水
循
環
基

本
法
」
が
２
０
１
４
年
に
成
立
し
た
が
、

い
ず
れ
も
罰
則
規
定
が
な
く
抑
止
力
に
は

な
っ
て
い
な
い
。
ど
の
国
の
法
律
を
み
て

も
、
基
本
的
に

「土
地
は
す
べ
て
国
家
の

も
の
、
国
民
は
一
時
的
に
国
か
ら
使
用
を

認
め
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
使
用
に

あ
た
っ
て
国
益
が
優
先
す
る
」
と
近
代
国

家
で
は
当
た
り
前
の
考
え
方
で
あ
る
。
し

か
し
日
本
で
は
私
的
な
所
有
権
が
異
常
な

ほ
ど
強
く
、
国
益
。
公
益
よ
り
私
的
権
利

が
優
先
す
る
お
か
し
な
国
に
な
つ
て
い
る
。

日
本
の
土
地
政
策
を
根
本
的
に
見
直
す
時

期
が
き
て
い
る
。

就杢   壺Ц●吉村和

外資が狙うE本の水資源

日本の水資源を外国企業が狙つている‐一二。

ここ数年、よく見かける報道ですが、

水は誰のものか、改めて考えたいですね。

よじむら かずなり・グロ‐バルウォータジャバン代表、

国連環境アドバイザー。日本を代表する水の専門家の一九

『水ビジネスーニl101X円水市場の攻防遺(角‖:書店)な ど著書多亀

イラストレーション/白井裕子
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